
≪都内での研究施設等の変更例≫ 
 

① 研究者のみが異動（同一設置者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 研究所の廃止（移転） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 設置者が変更（所在地の変更なし） 

【例】吸収合併による設置者変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 設置者が変更（所在地の変更あり） 

 【例】Ａ社を退職してＣ社に就職 

 

Ａ株式会社 
新宿研究所 

Ａ株式会社 
新宿研究所 

Ａ株式会社 
新宿研究所 

Ａ株式会社 
 

 

 記載事項変更届＋免許証 

※異動後も他の麻薬研究者が引き続き研究 

を行う場合 

 記載事項変更届＋免許証 

 麻薬所有届 

 麻薬譲渡届 （Ａ社新宿→Ａ社八王子） 

※所有していた麻薬を譲渡する場合 

 記載事項変更届＋免許証 

  ＋研究目論見書＋研究同意書 （Ｂ社） 

  ＋研究施設の案内図＋平面図 

  ＋保管庫の立体図 

 麻薬所有届 

 麻薬譲渡届 （Ａ社→Ｂ社） 

※所有していた麻薬を譲渡する場合 

Ａ株式会社 
 

 

Ｂ株式会社 
新宿研究所 

 記載事項変更届＋免許証 

  ＋研究目論見書＋研究同意書 （Ｃ社） 

  ＋研究施設の案内図＋平面図 

  ＋保管庫の立体図 

 麻薬譲渡許可申請 （Ａ社→Ｃ社） 

※合成した麻薬をＣ社の研究で使用する等 Ａ株式会社 
新宿研究所 

◆必要な手続等の判断に迷う場合は、薬務課薬事免許係にご相談ください◆ 

Ｃ株式会社 
品川研究所 

引き続き勤務 

引き続き勤務 

＜必要な手続＞ 

＜必要な手続＞ 

＜必要な手続＞ 

＜必要な手続＞ 


